
講演会で建築士がアドバイスを行います！
 ※耐震診断を行うことはできません

【対象団体】神奈川区内の自治会町内会等の町の防災組織
     ※ 定数（10団体）に到達次第、事業を終了します。

【申込方法】希望する日程の１か月前までに以下の二次元コード
（横浜市電子申請・届出システム）よりお申込をお願いします。

        ※ 横浜市電子申請システムが利用できない場合は、電話、窓口等で
お受けします。（平日８時45分～17時00分のみ）

【申込期間】令和８年６月１日（月）～令和９年１月31日（日）

【問合せ先】神奈川区役所総務課 防災担当
電話  ：045-411-7004
FAX ：045-324-5904
E-mail：kg-bousai@city.yokohama.lg.jp

【申込フォーム】

戸建の耐震化について知りたい

家具の転倒防止対策を教えてほしい

 食料はどのくらい備蓄したらいいの？

ブロック塀の安全対策について確認したい

マンションの震災対策について聞きたい

横浜市建築士事務所協会の建築士が

区内の自治会・町内会や

マンション管理組合に出向き、

住宅の防災対策等について、

講演を実施します！
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